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１ 薬局機能情報提供制度とは 

 

「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律（平成

１８年法律第８４号）」により、薬事法（昭和35年法律第145号）が改正され、新たに薬

局機能情報提供制度に係る規定が設けられました。 

 

この制度は、住民の皆様や医療を受ける方々が薬局の選択を適切に行うことができるよ

う支援するためのもので、薬局開設者が薬局の機能に関する情報を公表することが義務付

けられました。 

 

このため、薬局開設者の皆さんは、薬局の機能に関する情報（「薬事法施行規則別表第

1（以下「別表1」といいます。）」に掲げる事項）を県に報告するとともに、その情報を

各店舗において閲覧に供しなければなりません。 

また、県では皆さんから報告された情報を広く公表しなければなりません。 

具体的には次のとおりです。 

 

 

 

【薬局の機能に関する情報の報告について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 報告は、県のホームページから電子申請にて行ってください。 

→報告は、６ページ「電子申請の手順」に沿って行ってください。 

→具体的な報告方法は、７ページ～２１ページを参照の上、 

【【【【申請者情報申請者情報申請者情報申請者情報登録登録登録登録】】】】→→→→【【【【報告報告報告報告】】】】のののの順順順順にににに行行行行ってってってってくださいくださいくださいください。。。。    

  

 ※ どうしても電子申請による報告が 

できない場合に限り、紙の様式による報告を受け付けます。 

→報告方法は、２６ページ参照 

（新規報告） 

◆新たに薬局を開設した場合、薬局開設者は薬局に関する情報（「別表１」

に掲げる事項）の報告を速やかに行わなければなりません。 

 

（定期報告） 

◆薬局開設者は、薬局に関する情報の報告を、毎年１回、１月1日から３月３

１日までに行わなければなりません。 

 

（変更報告） 

◆薬局に関する情報のうち、「別表１」に掲げる「基本情報」に変更が生じ

た場合は、速やかに報告しなければなりません。 
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【 薬局における情報の提供について】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【県における情報の公表方法について】 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

◆薬局開設者は、県に報告した内容を自らの薬局で閲覧に供しなければなり

ません。 

 

 その際、書面による閲覧に代えて、電磁的方法（電子メール、インターネ

ット、ＰＣ等モニター画面での表示、ＣＤ－ＲＯＭ等の交付）による情報

の提供を行うことも可能です。 

 

また、住民・患者等からの薬局機能情報に関する相談・ 

 照会等については、適切に対応するよう努めてください。 

 

◆県は、薬局開設者から報告された薬局の機能に関する情報を福岡県の 

ホームページで公表します。 

 

この制度では、県は、薬局開設者から報告された内容を、 

原則、そのまま公表することとされています。 

報告内容に間違いがないよう、十分留意してください。 

 

 

 

 

福岡県ホームページ  

http://ｗｗｗ.pref.fukuoka.lg.jp/ 

 

  

 

 

 

 



 ４ 

 

 

 

 

県に報告する事項は次のとおりです。 

 

【薬事法施行規則 別表第１】         ※基本情報は点線で囲んだ事項です 

 

 

第１ 管理、運営、サービス等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 薬局へのアクセス 

（1）薬局までの主な利用交通手段 

（2）薬局の駐車場 

（ⅰ）駐車場の有無 

（ⅱ）駐車台数 

（ⅲ）有料又は無料の別 

（3）ホームページアドレス 

（4）電子メールアドレス 

３ 薬局サービス等 

（1）相談に対する対応の可否 

（2）対応することができる外国語の種類 

（3）障害者に対する配慮 

（4）車椅子の利用者に対する配慮 

（5）受動喫煙を防止するための措置  

４ 費用負担 

（1）医療保険及び公費負担等の取扱い 

（2）クレジットカードによる料金の支払の可 

否 

 

 

第２ 提供サービスや地域連携体制に関する事項 

１ 業務内容、提供サービス 

（1）認定薬剤師（中立的かつ公共性のある団体

により認定され、又はそれらと同等の制度に

基づいて認定された薬剤師をいう。）の種類

及び人数 

（2）薬局の業務内容 

（ⅰ）無菌製剤処理に係る調剤の実施の可否 

（ⅱ）一包化薬に係る調剤の実施の可否 

（ⅲ）麻薬に係る調剤の実施の可否 

（ⅳ）浸煎（せん）薬及び湯薬に係る調剤の実

施の可否 

（ⅴ）薬局製剤実施の可否 

（ⅵ）医療を受ける者の居宅等において行う調

剤業務の実施の可否 

（ⅶ）薬剤服用歴管理の実施の有無 

（ⅷ）薬剤情報を記載するための手帳の交付の

可否 

（3）地域医療連携体制 

（ⅰ）医療連携の有無 

（ⅱ）地域住民への啓発活動への参加の有無 

２ 実績、結果等に関する事項 

（1）薬局の薬剤師数 

（2）医療安全対策（医薬品の使用に係る安全な

管理のための責任者の配置の有無） 

（3）情報開示の体制 

（4）症例を検討するための会議等の開催の有無 

（5）処方せんを応需した者（以下この表におい

て「患者」という。）の数 

（6）患者満足度の調査 

（ⅰ）患者満足度の調査の実施の有無 

（ⅱ）患者満足度の調査結果の提供の有無 

１ 基本情報 

（1）薬局の名称 

（2）薬局開設者 

（3）薬局の管理者 

（4）薬局の所在地 

（5）電話番号及びファクシミリ番号 

（6）営業日 

（7）営業時間 
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２ 報告・公表のしくみ 

 

報告は、福岡県のホームページから、電子申請で行ってください。 

県では、皆さんからの報告内容を、そのまま県のホームページで公表します。 

円滑な薬局情報公開のためにも、電子申請での報告をお願いします。 

 

 

福岡県ホームページ 

「薬局の機能に関する情報のページ」 

福岡県 

薬務課 

集約 

報告 

閲覧 

福岡県内の福岡県内の福岡県内の福岡県内の    

全薬局全薬局全薬局全薬局    

住民 

新規報告新規報告新規報告新規報告がががが終終終終わったらわったらわったらわったら    

次次次次はははは「「「「定期定期定期定期報告報告報告報告」（」（」（」（年年年年１１１１回回回回））））ですですですです。。。。    

※ 毎年１月１日から３月31日までの間に定期報告を

してください。 

ただし、年度途中で基本情報に変更が生じた場合は、

その都度、変更内容を報告する必要があります。 

 

電子申請 

公表 
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電子申請の手順 

 

 

 

 

 

  

          

・７ページからの「申請者情報登録の手順」を参照の上、申請者情報登録 

をしてください。 

         

 

 

 

・１２ページからの「報告の方法」を参照の上、貴薬局の情報を入力し、 

送信してください。（送信前に印刷できますので、閲覧用にご利用く 

ださい。） 

 

         ・薬局を新規に開設した場合は、速やかに報告しなければなりません。 

忘れないように報告をしてください。 

 

 

 

         ・申請データが福岡県に到達したことをお知らせします。 

         ・到達番号・問合せ番号をメモしておいてください。 

         （「印刷」ボタンをクリックすると、画面を印刷できます。） 

 

 

 

・県から受付終了のメールが届いたら終了です。 

 

  「新規報告」が終わったら、次は「定期報告」です。 

毎年１月～３月までの間に「定期報告」を行ってください。 

  なお、基本情報に変更がある場合は、速やかに変更の報告をしてください。  

（基本情報以外の情報についても適宜報告するよう努めてください。） 

  

    「定期報告」及び「変更報告」は前回の報告データを流用して報告できます。 

   「データ流用」の方法 

・ 前回申請時にデータをパソコンに「データ保存」している場合 ⇒ 22ページ参照 

・ 「データ保存」をしておらず、システムから前回のデータをダウンロードする場合 ⇒ 24ページ参照 

 

 

申請者情報登録 

 

薬局の機能に関する情報の報告の入力 → 送信 

到達のお知らせの受信 → 到達番号・問合せ番号の控え 

 

受付終了のお知らせメール 

 

 

 

手引きは福岡県庁ホームページ（薬務課 

ホームページ）にも掲載しています。 
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３ 申請者情報登録の手順 

 

（１）パソコン動作環境の確認 

 

以下の環境を備えた、インターネットに接続できるパソコンを準備してください。 

（必ずしも薬局にあるパソコンでなくても報告できます。） 

 

 

 

 

ソフトウェア 

ＯＳ 下記のいずれか 

・Windows XP（SP2、SP3）  

・Windows Vista（SP1、SP2） 

・Windows 7 

ブラウザ 下記のいずれか 

・Internet Explorer 6.0（Service Pack 1 以降） 

・Internet Explorer 7.0 

・Internet Explorer 8.0 

 

 

 

準備ができたら、次ページ以降を参考に申請者情報の登録をします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

旧旧旧旧シシシシステムステムステムステムでのでのでのでの申請者申請者申請者申請者ＩＤＩＤＩＤＩＤをおをおをおをお持持持持ちのちのちのちの方方方方へへへへ    

平成２３年４月から新システムに移行しましたが、旧システムでの申請者ＩＤは引き継

がれていませんので、新たに登録をお願いします。 

 なお、申請者ＩＤは、任意のＩＤで登録することができます。 

 また、旧システムで申請された手続の照会や流用申請などは行えませんのでご了承く

ださい。 
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（２）申請者ＩＤの仮登録 

 

① 福岡県ホームページのトップ画面 

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からオンラ

インサービス「県への申請・様式ダウンロード」を

クリックします。 

 

 

 

 

 

② 「ふくおか電子申請サービス」が表

示されます。これが福岡県電子申請の

トップページです。まず、「はじめて

利用する方へ」の「利用規約」をご覧

ください。 

 

③ 右図の画面に戻り「申請・手続情

報」の「申請者情報登録」をクリック

してください。 

 

 

 

 

 

 

 

④ 次の画面が表示されますので、個人事業者の方は

上の「個人向け 申請者ID仮登録手続き」を、法人

事業者の方は下の「団体・法人向け申請者ID仮登録

手続き」をクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次の画面は、個人・法人によって異なります。 

（個人・法人の区別は次の画面の先頭に表示されます） 

  ◆個人の場合・・９ページ    ◆法人の場合・・１0ページ 

をご覧ください。 

個人事業者の

方はこちら 

法人事業者の

方はこちら 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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⑤ 申請者ＩＤ仮登録画面が表示されますので、以下の説明を参考に各項目に入力してください。 

【個人の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お名前 姓 名 

薬局開設者の姓名を正しく登録してく

ださい。 

住所、電話番号、FAX番号 

薬局開設者について入力してくださ

い。住所と電話番号は必須入力です。 

 

性別／生年月日 

薬局開設者の性別、生年月日を入力し

てください。 

申請者ＩＤ 

 任意のＩＤを登録してください。 

 

メールアドレス 

県からの連絡先として使用します。 

必ず正しく登録してください。 

※フリーメールアドレスはご利用いただ

けません。 

※携帯メールをご利用いただけます。 

（ドメイン指定受信をしている場合は、

「pref.fukuoka.lg.jp」を指定対象に

追加してください。） 

メールアドレスを間違え

ると同じ申請者ＩＤで登

録ができなくなるので、

間違えないようにご注意

ください！ 

入力後、「登録内容確認」ボタン

をクリックしてください。 

※入力事項に誤りがある場合は、エラー

が出ますので表示に従って修正してく

ださい。 

確認画面が表示されたら「この内

容で登録」ボタンをクリックして

ください。 

ここに（個人）と表示されます 

申請者ＩＤ仮登録が終了したらメールを確認し

てください。 

→→→ １１ページへ 
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【法人の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請者ＩＤ 

 任意のＩＤを登録してください。 

 

ここに（団体・法人）と表示されます 

団体・法人名 

薬局開設者の法人名称を正しく登録し

てください。 

住所、電話番号、FAX番号 

薬局開設者について入力してくださ

い。住所と電話番号は必須入力です。 

メールアドレス 

県からの連絡先として使用します。 

必ず正しく登録してください。 

※フリーメールアドレスはご利用いただ

けません。 

役職・部署名 

 入力の必要はありません。 

代表者 姓 名 

薬局開設者の法人代表者氏名を入力し

てください。 

申請者ＩＤ仮登録が終了したらメールを確認し

てください。 

→→→ １１ページへ 

メールアドレスを間違え

ると同じ申請者ＩＤで登

録ができなくなるので、

間違えないようにご注意

ください！ 

入力後、「登録内容確認」ボタン

をクリックしてください。 

※入力事項に誤りがある場合は、エラー

が出ますので表示に従って修正してく

ださい。 

確認画面が表示されたら「この内

容で登録」ボタンをクリックして

ください。 
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（３）申請者ＩＤの本登録 

① 仮登録が完了したら、その旨お知らせするメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 申請者ＩＤ本登録画面のURLをクリックし、開いた画面で、先に登録した申請者ＩＤと、パスワ

ードを設定してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上で、申請者情報の登録は完了です。 

 

つづいて、「薬局の機能に関する情報の報告」を行います。 

パスワード 

使用したいパスワードを入力してくださ

い（半角英、数、記号を各１文字以

上）。 

※ アルファベットを入力する際は、全

角／半角の区別をします。キーボード

の設定に注意して、間違わないように

入力してください。 

仮登録した申請者ＩＤ 
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４ 初めて電子申請で報告を行う場合 

 

（１）報告の方法 

① 福岡県ホームページのトップ画面 

（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）からオンラ

インサービス「県への申請・様式ダウンロード」をク

リックします。 

  

 

 

 

 

② 「ふくおか電子申請サービス 福岡県電子申

請」画面が表示されます。 

 

 

 

 

 

③ 「キーワード検索」の入力欄に、「薬局の機

能」と入力して「検索」ボタンをクリックします。 

 

 

④ 入力した言葉を名称に含む手続が一覧で表示さ

れますので、「薬局の機能に関する情報の報告」

をクリックします。 

 

 

 

 

 

⑤ 画面が変わったら、「電子申請」ボタンをクリ

ックします。 

 

⑥ ログイン画面が表示されますので、ユーザＩＤ

（申請者ＩＤ）とパスワードを入力し、「ログイ

ン」ボタンを

クリックしま

す。 

 

 

 

申請者ＩＤと 

パスワードを入力 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
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⑦ ログインすると、申請内容入力

画面が表示されますので、次を参

考にして各項目を入力してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ最下部のボタンの機能について説明します。 

 

 

申請者申請者申請者申請者情報情報情報情報のののの登録登録登録登録はははは終終終終わっわっわっわっ

ていますかていますかていますかていますか？？？？    

まだの場合はこの手引き７ペ

ージ「３ 申請者情報登録の

手順」を参考に登録してくだ

さい！ 

（参考）申請内容入力画面について 

次へ次へ次へ次へ    

入力内容のチェックが行われ、付帯情

報を確認したのち、入力した内容を、

様式のスタイルで確認できます。 

データ保存データ保存データ保存データ保存    

入力している内容を一時保存するためのボタンです。 

作業を中断する際はバックアップのため、必ずデータを保存してく

ださい。 

※※※※    バックアップのためバックアップのためバックアップのためバックアップのため、また、また、また、また次の報告に流用するため次の報告に流用するため次の報告に流用するため次の報告に流用するため、、、、「次「次「次「次

へ」ボタンをクリックする前に一度へ」ボタンをクリックする前に一度へ」ボタンをクリックする前に一度へ」ボタンをクリックする前に一度データを保存しておデータを保存しておデータを保存しておデータを保存しておいてくいてくいてくいてく

ださいださいださいださい。。。。    

データ読込データ読込データ読込データ読込    

「データ保存」ボタンで一

時保存しておいた申請デー

タを読み込んで、編集を再

開するためのボタンです。 
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ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

＊＊＊＊報告年月日報告年月日報告年月日報告年月日    

報告する日の日付を入力してくださ

い。 

＊＊＊＊基本情報の変更項目基本情報の変更項目基本情報の変更項目基本情報の変更項目    

基本情報を変更する場合は、変更する項

目をチェックしてください。 

※※※※    開設者や住所の変更に伴って新規に開設者や住所の変更に伴って新規に開設者や住所の変更に伴って新規に開設者や住所の変更に伴って新規に

薬局許可申請を行った場合は、「新薬局許可申請を行った場合は、「新薬局許可申請を行った場合は、「新薬局許可申請を行った場合は、「新

規」規」規」規」で報告してで報告してで報告してで報告してください。ください。ください。ください。    

＊薬＊薬＊薬＊薬局の名称局の名称局の名称局の名称 

薬局開設許可証に記載されている「薬薬局開設許可証に記載されている「薬薬局開設許可証に記載されている「薬薬局開設許可証に記載されている「薬

局の名称」をそのまま局の名称」をそのまま局の名称」をそのまま局の名称」をそのまま入力してくださ

い。 

※スペースは入力しないでください。※スペースは入力しないでください。※スペースは入力しないでください。※スペースは入力しないでください。    

※フリガナは、カタカナで入力してく※フリガナは、カタカナで入力してく※フリガナは、カタカナで入力してく※フリガナは、カタカナで入力してく

ださい。ださい。ださい。ださい。    

＊＊＊＊許可番号許可番号許可番号許可番号    

薬局開設許可証薬局開設許可証薬局開設許可証薬局開設許可証の左上に記載されていの左上に記載されていの左上に記載されていの左上に記載されてい

るるるる番号番号番号番号をそのままをそのままをそのままをそのまま入力してください。 

※０の有無も区別します。※０の有無も区別します。※０の有無も区別します。※０の有無も区別します。    

例：「例：「例：「例：「第第第第0123012301230123号号号号」→「」→「」→「」→「0123012301230123」と入力」と入力」と入力」と入力    

        「「「「第第第第123123123123号号号号」→「」→「」→「」→「123123123123」と入力」と入力」と入力」と入力    

次ページにつづく 

＊＊＊＊印印印印がががが付付付付いているいているいているいている項目項目項目項目はははは必必必必ずずずず入力入力入力入力するするするする項目項目項目項目ですですですです。。。。入力入力入力入力もれがないようにもれがないようにもれがないようにもれがないように注意注意注意注意してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

＊薬局＊薬局＊薬局＊薬局の管理者の管理者の管理者の管理者    

薬局の管理者の氏名を入力してくださ

い。 

許可申請書または変更届と同じ表記とし

てください。 

＊＊＊＊薬局開設者薬局開設者薬局開設者薬局開設者    

薬局の開設者の氏名を入力してください。 

法人にあっては、業務を行う役員のうち代

表者の氏名を入力してください。 

（法人名は入力する必要はありません。） 

漢字、カナともに許可申請書または変更届

と同じ表記としてください。 

一つの画面を表示してから60分を経過すると、自動的にシステムからログアウトします。入

力した内容が消えてしまいますので、ある程度入力したら、ページ最下部の「データ保存」

ボタンで保存してください。 

ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

＊＊＊＊報告区分報告区分報告区分報告区分    

初めて（１回目）の報告のみ「新規新規新規新規」 

一度報告した内容を変更する場合は

「変更変更変更変更」年１回１～３月に報告をする

場合は「定期報告定期報告定期報告定期報告」をチェックしてく

ださい。 

21ページ 

「ローマ字表記

について」を参

照 し て く だ さ

い。 

スクロールしな

がら最後まで入

力 し て く だ さ

い。 
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＊営業日／営業時間＊営業日／営業時間＊営業日／営業時間＊営業日／営業時間    

 

 

＊＊＊＊電話番号等及びファクシミリ電話番号等及びファクシミリ電話番号等及びファクシミリ電話番号等及びファクシミリ

番号番号番号番号 

 

 

次ページにつづく 

営業する曜日をチェックして、

それぞれに営業時間を入力して

ください。 

＊＊＊＊薬局の所在地薬局の所在地薬局の所在地薬局の所在地 

薬局の所在地を入力してください。 

薬局開設許可証と同じ表記としてく

ださい。 

営業日及び営業時間において連絡

可能な番号を入力してください。 

営業時間外の対応や24時間対応を

行っている場合や、夜間・休日営

業の地域輪番・当番制に参加して

いる場合はその連絡先の電話番号

を入力してください。 

＊＊＊＊時間外（休日夜間）の対応時間外（休日夜間）の対応時間外（休日夜間）の対応時間外（休日夜間）の対応    

営業時間外の対応を入力してくださ

い。 

24時間対応が可能である場合、ある

いは夜間・休日営業の地域輪番・当

番制に参加している場合等は、その

旨が分かるように入力してくださ

い。 

年末年始の営業について、記入例

を参考に入力してください。 

昼休みや定休日等、その他営業

日、営業時間に関する情報を入力

してください。 

 

そのままホームページで掲載

されますので、分かりやすい

表現を心がけてください！ 

 

ごごごご注意注意注意注意くださいくださいくださいください！！！！    

お盆の営業について、記入例を参

考に入力してください。 

通常営業の場合は、その旨入力し

てください。 

例：通常どおり営業しています。 

 

年末年始は12月29日～1月3

日、お盆は8月13日～15日の

間に１日でも営業する場合は

チェックを入れてください。 
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＊保険薬局の指定＊保険薬局の指定＊保険薬局の指定＊保険薬局の指定    

 

 

＊薬局までの主な利用交通手＊薬局までの主な利用交通手＊薬局までの主な利用交通手＊薬局までの主な利用交通手

段段段段    

公共交通機関を利用した場合と

し、最寄りの駅、停留所の名称及

び当該駅や停留所からの徒歩によ

る所要時間を入力してください。 

＊薬局サービス等＊薬局サービス等＊薬局サービス等＊薬局サービス等    

貴薬局で対応できるサービス等を

チェックしてください。 

ホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレスホームページアドレス    

薬局においてホームページを開設

している場合はそのＵＲＬを入力

してください。 

次ページにつづく 

電子メールアドレス電子メールアドレス電子メールアドレス電子メールアドレス    

電子メールで相談等の対応を行う

場合は入力してください。 

健康保険法に基づく保険薬局と

しての指定を受けている場合は

「有」、指定を受けていない場

合は「無」をチェックしてくだ

さい。 

各法律の規定に基づき保険の指定

を受けている場合は該当するもの

をチェックしてください。 
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＊地域医療連帯体制＊地域医療連帯体制＊地域医療連帯体制＊地域医療連帯体制    

 

 

＊薬局の業務内容＊薬局の業務内容＊薬局の業務内容＊薬局の業務内容    

 

認定薬剤師の種類認定薬剤師の種類認定薬剤師の種類認定薬剤師の種類    

薬事に関する実務（調剤等業務、薬

物治療、医薬品開発）について、中

立的かつ公共性のある団体により認

定され、またはそれらと同等の制度

に基づいて認定された薬剤師の種類

を入力してください。 

生薬（漢方を含む）の浸煎薬・湯

薬を調剤することができる場合は

「可」としてください。 

輸液注射剤等の混合調製に関し、

無菌製剤処理施設基準適合を地方

社会保険事務局に届け出ている場

合は「可」としてください。 

一包化調剤（薬包紙を含む）が可

能な場合は「可」としてください｡ 

麻薬小売業者免許を有する場合は

「可」としてください。 

薬局製剤の製造販売承認及び製造

販売業許可を受けている場合は

「可」としてください。 

ただし、承認不要の９品目のいず

れかについてのみ都道府県知事に

製造販売の届出を行っている場合

は該当しません。 

医療を受ける者の居宅等において

処方せんにより調剤業務を行う場

合で、在宅患者訪問薬剤管理指導

を行う旨を地方社会保険事務局に

届け出ている場合は「可」として

ください。 

薬剤服用歴を管理している場合は

「有」としてください。 

お薬手帳（調剤日、投薬に係る薬

剤の名称、用法、用量、相互作用

その他服用に際して注意すべき事

項を記載する手帳）の交付及び当

該手帳への記載を行っている場合

は「可」としてください。 

医療機関と連携し在宅医療に取り

組んでいる場合、または通常の営

業日、営業時間外の対応のため、

周辺の薬局で構成する輪番制に参

加している場合は「有」としてく

ださい。 

地域住民に対して、地区薬剤師会

等が開催している薬の特性や適正

使用の必要性等に関する講習会、

学校教育等の啓発活動へ参加等を

行っている場合は「有」としてく

ださい。 

次ページにつづく 
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全ての項目の入力が終わったら、「次へ」ボタンをクリックしてください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者満足度の調査患者満足度の調査患者満足度の調査患者満足度の調査    

 

＊薬局の薬剤師数＊薬局の薬剤師数＊薬局の薬剤師数＊薬局の薬剤師数    

薬事に関する実務に従事する薬剤師

の数を入力してください。 

＊医療安全対策＊医療安全対策＊医療安全対策＊医療安全対策    

医薬品に係る安全管理責任者を配置

している場合は「有」としてくださ

い。 

＊情報開示の体制＊情報開示の体制＊情報開示の体制＊情報開示の体制    

患者本人からの求めに基づいて、調

剤録、薬歴、レセプト等の情報を開

示する場合は「可」としてくださ

い。 

患者数患者数患者数患者数    

前年に処方せんを応需した延べ患者

数を入力してください。 

症例検討体制症例検討体制症例検討体制症例検討体制    

薬歴、服薬指導等の実践に基づく服

薬遵守（コンプライアンス）の状況

等の確認、指導内容の改善、相談対

応等の改善を目的とした検討を定期

的に実施している場合は「有」とし

てください。 

報告する時点から遡って過去1年

以内に薬局に来訪した患者また

はその家族に対し、当該薬局の

提供するサービス等に関してア

ンケート等の調査を行った場合

は「有」としてください。 

上記調査の結果について、薬局

において閲覧できるようにする

等、公表を行っている場合は

「有」としてください。 

 

 

入力もれや文字形式に誤りがあった場合は、下の「Ｗｅｂページからのメ

ッセージ」が表示されます。 

修正して、再度「次へ」ボタンをクリックしてください。 

 

 

（参考）「Ｗｅｂページからのメッセージ」が表示されたら 

入 力 項 目 は

ここまで！ 

あとは確認して送信 

 

データ保存データ保存データ保存データ保存    

    次の報告に流用するため次の報告に流用するため次の報告に流用するため次の報告に流用するため、、、、「次へ」「次へ」「次へ」「次へ」

ボタンをクリックする前に一度ボタンをクリックする前に一度ボタンをクリックする前に一度ボタンをクリックする前に一度デーデーデーデー

タを保存しておタを保存しておタを保存しておタを保存しておいてくださいいてくださいいてくださいいてください。。。。    



 １９ 

 

⑧ 入力もれ等がなければ、「申請付帯情報入力」画面が表示されます。 

申請付帯情報は申請者情報から自動的に設定されていますので、このまま「次へ」ボタンをクリックして

ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 「次へ」ボタンをクリックすると、「送信確認」画面が表示されますので、送信前送信前送信前送信前のののの最終確認最終確認最終確認最終確認をしてく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑩問題がなければ、「送信」ボタンをクリックします。 

修正が必要な場合は、「戻る」ボタンをクリックして必要な箇所を修正してください。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 

「印刷用表示」ボタンをクリックすると、別ウィ

ンドウで印刷用印刷用印刷用印刷用のののの画面画面画面画面がががが表示表示表示表示されます。 

印刷して閲覧用にご利用ください。 

送信に少し時間が

かかります。 

しばらくおまちく

ださい。 

 

 

報告いただいた内容は、原則としてそのまま福岡県のホームページで公表します。 

入力入力入力入力ミスミスミスミス等等等等がないようくれぐれもごがないようくれぐれもごがないようくれぐれもごがないようくれぐれもご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。 

 



 ２０ 

⑩ 送信した報告書が福岡県に届いたら、「到達確認」画面が表示されます。 

画面左下の「印刷」ボタンをクリックすると、この画面を印刷できますので、印刷して保存してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

薬局の機能に関する報告 

812-8577 

 福岡市博多区東公園７番７号 

 保健医療介護部薬務課薬事係 

【手続名：薬局の機能に関する報告】 

（参考）印刷用画面での印刷方法 

画面左下の「印刷」ボタンをクリックしてくだ

さい。 

 

 

 

 

  

検索結果 

○○薬局 

基本情報；ＯＯＯＯＯＯＯＯ 

住所  ：××市△△区 

「印刷」できない場合は、 

「到達番号到達番号到達番号到達番号」と「問合問合問合問合せせせせ番号番号番号番号」を 

控えておいてください。 

問い合わせの際必要です。 

「印刷」ボタンをクリックすると、 

この画面を印刷することができます。 

印刷して保存してください。 

この画面が表示

されたらＯＫ！ 

 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

 



 ２１ 

 

（２）福岡県での受付処理が終わったら 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※※※※    訂正訂正訂正訂正がががが必要必要必要必要なななな場合場合場合場合はははは、「、「、「、「変更変更変更変更」」」」のののの報告報告報告報告をしてくださいをしてくださいをしてくださいをしてください（（（（このこのこのこの手引手引手引手引きききき２３２３２３２３ページをページをページをページを参照参照参照参照）。）。）。）。    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

福岡県での報告の受付が終わったら、受付が終了したことをお知らせするメールが届きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メールタイトル： 

［受付結果通知］ふくおか電子申請サービスからのお知らせ 

メール本文： 

下記の手続について受付が終了しました。 

[手続名]：薬局の機能に関する情報の報告 

[申請者名]：●●●●●●●● 

[到達日時]：●●年●月●日 ●時●分 

[到達番号]：●●●●●●●● 

[受付日時]：●●年●月●日 ●時●分 

[受付部署名]：福岡県保健医療介護部薬務課薬事係 

報告いただいた内容は、原則としてそのまま福岡県のホームページで公表します。 

入力入力入力入力ミスミスミスミス等等等等がないようくれぐれもごがないようくれぐれもごがないようくれぐれもごがないようくれぐれもご注意注意注意注意くださいくださいくださいください。。。。 

 

 

あ Ａ い Ｉ う Ｕ え Ｅ お Ｏ 

か ＫＡ き ＫＩ く ＫＵ け ＫＥ こ ＫＯ 

さ ＳＡ し ＳＨＩ す ＳＵ せ ＳＥ そ ＳＯ 

た ＴＡ ち ＣＨＩ つ ＴＳＵ て ＴＥ と ＴＯ 

な ＮＡ に ＮＩ ぬ ＮＵ ね ＮＥ の ＮＯ 

は ＨＡ ひ ＨＩ ふ ＦＵ へ ＨＥ ほ ＨＯ 

ま ＭＡ み ＭＩ む ＭＵ め ＭＥ も ＭＯ 

や ＹＡ   ゆ ＹＵ   よ ＹＯ 

ら ＲＡ り ＲＩ る ＲＵ れ ＲＥ ろ ＲＯ 

わ ＷＡ ん Ｎ（M）       

が ＧＡ ぎ ＧＩ ぐ ＧＵ げ ＧＥ ご ＧＯ 

ざ ＺＡ じ ＪＩ ず ＺＵ ぜ ＺＥ ぞ ＺＯ 

だ ＤＡ ぢ ＪＩ づ ＺＵ で ＤＥ ど ＤＯ 

ば ＢＡ び ＢＩ  ぶ ＢＵ べ ＢＥ ぼ ＢＯ 

ぱ ＰＡ ぴ ＰＩ ぷ ＰＵ ぺ ＰＥ ぽ ＰＯ 

きゃ ＫＹＡ   きゅ ＫＹＵ   きょ ＫＹＯ 

しゃ ＳＨＡ   しゅ ＳＹＵ   しょ ＳＨＯ 

ちゃ ＣＨＡ   ちゅ ＣＨＵ   ちょ ＣＨＯ 

にゃ ＮＹＡ   にゅ ＮＹＵ   にょ ＮＹＯ 

みゃ ＭＹＡ   みゅ ＭＹＵ   みょ ＭＹＯ 

りゃ ＲＹＡ   りゅ ＲＹＵ   りょ ＲＹＯ 

ぎゃ ＧＹＡ   ぎゅ ＧＹＵ   ぎょ ＧＹＯ 

じゃ ＪＡ   じゅ ＪＵ   じょ ＪＯ 

びゃ ＢＹＡ   びゅ ＢＹＵ   びょ ＢＹＯ 

ぴゃ ＰＹＡ   ぴゅ ＰＹＵ   ぴょ ＰＹＯ 

本表及本表及本表及本表及びそのびそのびそのびその他用法他用法他用法他用法でででで注意注意注意注意すべきすべきすべきすべき点点点点    

 

 

１１１１ 撥音撥音撥音撥音    ヘボンヘボンヘボンヘボン式式式式ではではではではＢ，Ｍ，ＰＢ，Ｍ，ＰＢ，Ｍ，ＰＢ，Ｍ，Ｐのののの前前前前ににににＮＮＮＮのののの代代代代

りにりにりにりにＭＭＭＭをおくをおくをおくをおく    

   （例）難波（なんば） Namba 

      本間（ほんま） Homma 

      三平（さんぺい）Sampei 

 

２２２２ 促音促音促音促音    子音子音子音子音をををを重重重重ねてねてねてねて示示示示すすすす 

   （例）薬局（やっきょく）Yakkyoku 

      服部（はっとり） Hattori 

 

 チチチチ（ＣＨＩ）（ＣＨＩ）（ＣＨＩ）（ＣＨＩ）チャチャチャチャ（ＣＨＡ）（ＣＨＡ）（ＣＨＡ）（ＣＨＡ）チョチョチョチョ（ＣＨＯ）（ＣＨＯ）（ＣＨＯ）（ＣＨＯ）    

音音音音にににに限限限限りそのりそのりそのりその前前前前ににににＴＴＴＴをををを加加加加えるえるえるえる 

   （例）発地（ほっち）  Hotchi 

      八丁（はっちょう）Hatcho 

 

３３３３    長音長音長音長音    ヘボンヘボンヘボンヘボン式式式式ではではではでは長音長音長音長音をををを表記表記表記表記しないしないしないしない    

   （例）調剤（ちょうざい）Chozai 

有限（ゆうげん） Yugen 

河野（こうの）  Kono 

      大野（おおの）  Ono 

   ローマ字表記は、下表を参照してください。 

   なお、本報告においては、単語の１文字目は大文字で記載し、２文字目以降は小文字で記載

してください。  

 

ローマローマローマローマ字表記字表記字表記字表記についてについてについてについて    



 ２２ 

５ パソコンに保存している前回報告のデータを流用して報告する方法 

（１）定期報告の場合 

※※※※    定期報告定期報告定期報告定期報告はははは、、、、毎年毎年毎年毎年1111月月月月1111日日日日からからからから3333月月月月31313131日日日日までにおこなってくださいまでにおこなってくださいまでにおこなってくださいまでにおこなってください。。。。    

① １２ページの方法で、手続きを選択し、ログインします。 

② 申請内容入力画面の最下部まで画面をスクロールさせ、「データ読込」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ １３ページの方法で、保存したデータを読み込みます（参照ボタンをクリックし、ファイルを選択し

て、「次へ」ボタンをクリックします）。 

※ 前回申請時にデータ保存をしていない場合は、申請状況照会を行って、履歴からデータを取得して

ください。（⇒24ページ「6 システムに保存されている前回報告のデータを流用して報告する方

法」を参照してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 申請内容入力画面の各項目に前回入力した申請データがセットされますので、「報告区分」の「定期

報告」をチェックし、表示された内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとは新規の場合と同じです。 

「３ 実績、結果

に関する事項」な

ど、更新が必要な

事項は忘れずに入

力しなおしてくだ

さい。 

 



 ２３ 

 

（２）変更の場合 

※※※※    年度途中年度途中年度途中年度途中でででで基本情報基本情報基本情報基本情報にににに変更変更変更変更があったがあったがあったがあった場合場合場合場合はははは、、、、速速速速やかにやかにやかにやかに変更後変更後変更後変更後のののの内容内容内容内容をををを報告報告報告報告してくださいしてくださいしてくださいしてください。。。。    

① １２ページの方法で、手続きを選択し、ログインします。 

② 申請内容入力画面の最下部まで画面をスクロールさせ、「データ読込」ボタンをクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ １３ページの方法で、保存したデータを読み込みます（参照ボタンをクリックし、ファイルを選択し

て、「次へ」ボタンをクリックします）。 

※ 前回申請時にパソコンにデータ保存をしていない場合は、申請状況照会を行って、履歴からデータ

を取得してください。（⇒24ページ「６ パソコンに保存していない前回報告のデータを流用して

報告する方法」を参照してください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 申請内容入力画面の各項目に前回入力した申請データがセットされますので、「報告区分」の「変

更」をチェックし、表示された内容を確認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

あとは新規の場合と同じです。 

基本情報以外の情報に

ついても、変更があっ

たら適宜報告をするよ

う努めてください。 



 ２４ 

 

６ パソコンに保存していない前回報告のデータを流用して報告する方法 

  ご注意ください 

・ 前回申請した時の申請者ＩＤでのログインが必要です。異なるＩＤでは、照会できません。 

前回の申請者ＩＤが不明の場合は、新規に入力してください。 

・ 前回の申請から１年以上経過した申請データは、照会期間が終了している為、照会はあ 

できません。新規に入力してください。 

 

（１）画面左側のメニュー申請状況照会申請状況照会申請状況照会申請状況照会をクリックします。 

 

 

（２）到達番号到達番号到達番号到達番号のののの形式形式形式形式がががが999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999（（（（数字数字数字数字18181818桁桁桁桁））））の場合をクリックします。 

 

（３）《ログイン》画面が表示されます。電子申請システムにログインします。 

① 必ず、前回申請した時のユーザＩＤ（申請者ＩＤ）とパスワードを入力します。 

② ログインをクリックします。    <<申請一覧>>画面が表示されます。 

 



 ２５ 

（４）《申請一覧》画面が表示されます。 

① 前回の申請書であることを確認して、詳細詳細詳細詳細をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）《取扱状況詳細》画面が表示されます。 

申請書類一覧を確認します。 

① 申請書類一覧申請書類一覧申請書類一覧申請書類一覧をクリックします。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《申請書類一覧》画面が表示されます。 

② 取得欄の取得をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①①①①



 ２６ 

 

③ ファイルのダウンロード画面が表示されます。申請書データをパソコンに保存します。 

 

（６）２２ページの「定期報告」または２３ページの「変更報告」に戻り、保存したデータを「デー

タ読込」で表示します。 

 

７ 紙の様式により報告する方法（通常は電子申請を利用してください） 

 

 

 

（１）様式の入手方法 

この手引きに添付している様式（様式第６号）をコピーしてご利用ください。 

なお、変更報告、定期報告も同じ様式で報告してください。 

 

（２）記入方法 

報告書の記入方法については、この手引きの１４ページから１８ページを参照し、電子申請の 

場合に準じて記入してください。 

紙で報告された場合、県で手入力を行います。読み間違い等が生じないよう、簡潔に、楷書で 

読みやすい文字で記入してください。 

 

 

 

 

 

 

 

（３）提出方法 

内容を記入したら、下記へ郵送してください。（送料はご負担ください。） 

＜＜＜＜送付先送付先送付先送付先＞〒＞〒＞〒＞〒812812812812----8577857785778577（（（（福岡市博多区東公園福岡市博多区東公園福岡市博多区東公園福岡市博多区東公園７７７７番番番番７７７７号号号号））））    

            ※※※※郵便番号郵便番号郵便番号郵便番号をををを記載記載記載記載していただくとしていただくとしていただくとしていただくと住所住所住所住所はははは記載記載記載記載するするするする必要必要必要必要はありませんはありませんはありませんはありません。。。。    

   福岡県福岡県福岡県福岡県    保健保健保健保健医療介護医療介護医療介護医療介護部部部部    薬務課薬務課薬務課薬務課    薬事係薬事係薬事係薬事係    

            「「「「薬局薬局薬局薬局のののの機能機能機能機能にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの報告報告報告報告」」」」担当宛担当宛担当宛担当宛    

 

 

 

 

 

ご注意ください 

紙による報告は、電子申請での報告ができない場合に限り受け付けます。 

 

余裕を持って報告

してください！ 

手続は 

電子申請で！ 

紙で報告された情報は、県で手入力を行います。新規報告の場合は、報告 

された情報を原則そのまま入力します。また、変更報告、定期報告の場合は、 

以前報告され入力した情報を呼び出して、変更箇所のみ訂正入力します。 

このため、変更報告、定期報告の場合は、変更箇所が容易に分かるように、 

その部分を赤ペンで囲んでください。 

 

 

お願い 

 

操作方法が分からない場合は

ヘルプデスクにお電話を！ 

Tel：０１２０－９６－９０６４ 



 ２７ 

 

８ Ｑ＆Ａ 

 

 

 

A1 １月から３月の間に新たに薬局を開設した場合は、速やかに新規報告を行えば、

別途定期報告を行う必要はありません。 

 

 

 

 

A２ 電子申請で、「変更」の報告をしてください。この手引きの２３ページの「変更

の場合」を参照してください。 

 

 

 

 

A３ 基本情報以外の情報については、定期報告の際に併せて報告することで足りると

されていますが、住民・患者等が薬局の選択を適切に行うために正確で適切な情報

を提供するという法の趣旨から、基本情報以外の情報についても、適宜報告をする

よう努めてください。報告の方法は、この手引きの２３ページの「変更の場合」を

参照してください。 

 

 

 

 

 

A４ 報告項目を「定期報告」とし、基本情報の変更項目にもチェックしてください。 

 

 

 

 

A５ 薬局を廃止した場合、電子申請での報告は不要です。 

県に提出される「廃止届」をもとに、県で当該薬局のデータを削除します。 

 

 

 

 

A６ 「新規」での報告が必要です。 

新たに薬局を開設した者は、速やかに当該薬局に関する情報を報告しなければな

りません。 

 

 

Q１ １月から３月の間に新たに薬局を開設した場合、新規報告とは別に定期報告を

する必要はありますか？ 

Q２ 報告後、入力間違いに気づいた場合、どうしたらいいですか？ 

Q３ 次回の定期報告までの間に、基本情報以外の情報に変更があった場合、報告す

る必要がありますか？ 

Q５ 薬局を廃止した場合はどうしたらいいですか？ 

Q６ 開設者の変更により、許可番号が変わった場合はどうしたらいいですか？ 

Q４ 定期報告の際、基本情報に変更があったことに気づきました。報告区分は「定

期報告」と「変更」のどちらを選んだらいいですか？ 



 ２８ 

 

 

 

A７ 「新規」での報告が必要です。 

薬局の移転の場合も、新規開設となります。新たに薬局を開設した場合、薬局開

設者は速やかに当該薬局の情報を報告しなければなりません。 

 

  

 

 

 A8 薬局開設者が報告を行わない場合又は虚偽の報告を行ったと認められる場合には、

県は、薬事法第７２条の3に基づき、期間を決めて、薬局開設者に対し、報告の要請

又はその報告の内容の是正を行うよう命ずることができます。 

 

 

 

 

 

A９ 申請者ＩＤ（ユーザＩＤ）の変更はできません。 

 

 

 

 

 

A1０ 申請者ＩＤは、任意のＩＤで申請者情報登録をしてください。 

 

 

 

 

 

A11 開設者で１つの登録、又は薬局ごとに１つずつの登録、どちらでも構いません。

なお、電子申請で、一度報告した情報を変更・修正する場合、申請者ＩＤごとに過

去に申請したデータを呼び出して修正します。 

複数の薬局の情報を１つの申請者ＩＤで報告すると、過去に報告した複数の薬局

のデータが全て画面に表示されますので、変更・修正したいデータの特定にはご注

意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

Q７ 薬局の移転により、許可番号が変わった場合はどうしたらいいですか？ 

Q９ 申請者ＩＤ（ユーザＩＤ）は変更できますか？ 

Q11 同一開設者で複数の薬局を開設している場合、それぞれの薬局ごとに申請者 

情報登録が必要ですか？ 

Q８ 報告をしないとどうなるのですか？ 

Q１0 薬局を新規に開設した場合、申請者ＩＤはどうしたらいいですか？ 



 ２９ 

 

 

 

 

A１2 できます。 

「ふくおか電子申請サービス 福岡

県電子申請」画面の「パスワード変

更」から変更してください。 

パスワードは、定期的に変更するこ

とをお勧めします。 

 

 

 

 

 

 

９ 問い合わせについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q１2 パスワードの変更はできますか？ 

報告の内容に関するお問い合わせは、福岡県 保健医療介護部 薬務課 薬事係まで 

電話番号（直通）０９２－６４３－３２８４ 

※ 月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）のＡＭ８：３０～ＰＭ５：１５ 

 

 

 

 

 

 

 

この項目に

は何を入力

したらいい

の？ 

この項目の

意味は？ 

操作方法に関するお問い合わせは、「電子申請サービスヘルプデスク」まで 

電話番号：０１２０－９６－９０６４ 

※ 月曜日から金曜日（祝日、年末年始を除く）のＡＭ９：００からＰＭ５：００ 

メール：help-fukuokashinsei@elg-front.jp 

 

ログインの

仕方が分か

りません。 

エラーの意

味が分かり

ません。 

デ ー タ の

保 存 方 法

は？ 
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「「「「薬局薬局薬局薬局のののの機能機能機能機能にににに関関関関するするするする情報情報情報情報のののの報告報告報告報告」」」」のののの手引手引手引手引きききき    

平成２５年４月１日 第６版発行 

発行者：福岡県保健医療介護部 薬務課 薬事係 

福岡県総務部 システム管理課 運用係 

 

この手引きのイラストは、 

（株）エム・ピー・シー「薬と予防イラスト集」を使用しています。 


